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賭
博
罪
の
保
護
法
益

川
　
　
田

　
　
泰

　
　
之

一
．
は
じ
め
に

　
先
に
拙
稿

(

一)

に
お
い
て
示
し
た
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
賭
博
罪
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　
賭
博
罪
の
保
護
法
益
は
社
会
的
な
利
益
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
、
現
行
刑
法
の
体
系
上
、
素
直
な
解
釈
で
あ
る
。
判
例
・
通
説
も
そ

の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
刑
法
典
に
お
い
て
賭
博
罪
の
直
前
に
規
定
さ
れ
て
い
る
強
制
わ
い
せ
つ
罪
、
強
姦
罪
等
が
直
接
的
に

は
個
人
的
法
益
（
個
人
の
性
的
自
由
）
に
対
す
る
罪
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
わ
い
せ
つ
物
頒
布
罪
に
つ
い
て
も
そ
の
保
護
法

益
を
個
人
的
な
利
益
と
解
す
る
立
場
が
少
数
な
が
ら
有
力
で
あ
る
こ
と

(

二)

、
風
俗
そ
れ
自
体
を
保
護
法
益
と
解
す
る
こ
と
に
は
疑
問
の

余
地
が
あ
る
こ
と

(

三)

等
を
勘
案
す
る
と
、
賭
博
罪
の
保
護
法
益
は
社
会
的
な
利
益
で
あ
る
と
、
当
然
に
は
断
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本

稿
は
、
関
連
す
る
諸
問
題
に
言
及
し
た
上
で
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
賭
博
罪
に
関
す
る
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、
賭
博
罪
の
保
護
法
益
は

社
会
的
法
益
以
外
の
利
益
で
あ
る
と
解
す
る
立
場
も
考
察
の
対
象
と
し
て
、
検
討
を
加
え
る
。
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二
．
関
連
す
る
諸
問
題

１
．
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル

　
賭
博
罪
に
つ
い
て
論
じ
る
と
き
、
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
存
在
を
看
過
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
賭
博
は
悪
で
あ
る
と
国
家
が
い
う
な

ら
ば
、
そ
れ
を
国
家
（
に
準
じ
る
団
体
）
が
主
催
す
る
こ
と
は
背
理
と
な
る
か
ら
で
あ
る

(

四)

。

　
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
対
し
て
肯
定
的
な
意
見
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
戦
後
、
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
よ
っ
て
賭
博
事
犯
が
減
少
し
た
よ

う
に
、
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
は
国
民
の
射
倖
心
を
吸
収
す
る
機
能
が
あ
る

(

五)

。
米
国
禁
酒
法
の
歴
史
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
全
面
的

な
禁
止
に
は
弊
害
が
多
い
か
ら
、
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
必
要
悪
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
あ
る

(

六)

。
特
別
法
に
よ
る
厳
格
な
規
制
の
下
で

実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
馬
匹
の
改
良
等
、
社
会
的
に
有
益
な
側
面
が
あ
る
こ
と
、
国
家
（
や
地
方
自
治
体
）
の
財
政
に
寄
与
す
る
こ
と

等
か
ら
、
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
と
（
私
的
）
賭
博
と
を
同
列
に
取
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い

(

七)

。

　
し
か
し
そ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
論
者
も
、
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
、
国
民
の
賭
博
に
対
す
る
罪
の
意
識
を
稀
薄
に
さ
せ
て
、
倫
理
観
を
麻

痺
さ
せ
る
消
極
的
側
面
が
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い

(

八)

。
ま
た
競
馬
、
競
艇
、
競
輪
、
オ
ー
ト
レ
ー
ス
等
に
関
す
る
多
数
の
正
当

化
規
定
の
存
在
は
、
賭
博
を
一
般
的
に
禁
止
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
揺
る
が
す
か
ら
、
今
後
も
包
括
的
な
賭
博
罪
処
罰
の
建
前
を
維
持
で

き
る
か
は
疑
問
で
あ
る

(

九)

。
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
優
越
的
な
政
策
上
の
利
益
の
た
め
に
例
外
的
に
受
忍
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
行
為

そ
の
も
の
の
社
会
倫
理
的
評
価
に
お
い
て
、
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
と
（
私
的
）
賭
博
と
の
相
違
は
認
め
ら
れ
な
い

(

一
〇)

。
少
な
く
と
も
、

公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
多
数
の
国
民
に
賭
博
罪
処
罰
の
正
当
性
を
疑
わ
せ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
そ
の
存
在
は
賭
博
を
禁
止
す
る
必

要
が
な
い
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
と
す
ら
評
価
し
う
る

(

一
一)

。
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
合
法
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を

根
拠
づ
け
る
保
護
法
益
が
提
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

(

一
二)

。
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２
．
国
民
の
意
識

　
か
つ
て
小
谷
文
夫
は
、
世
論
調
査
の
結
果
等
を
参
照
し
た
上
で
、
国
民
の
大
多
数
は
公
共
性
を
欠
く
非
公
営
の
賭
博
を
罪
悪
視
し
て
い

る
と
主
張
し
て
、
当
時
激
し
く
議
論
さ
れ
て
い
た
非
犯
罪
化
論
に
つ
い
て
も
否
定
的
な
立
場
を
表
明
し
た

(

一
三)

。
し
か
し
、
現
代
社
会

に
お
い
て
見
失
い
が
ち
な
主
体
性
を
回
復
す
る
手
段
と
し
て
、
賭
博
を
肯
定
的
に
捉
え
る
者
は
少
な
く
な
い

(

一
四)

。
現
行
法
に
触
れ
る

も
の
で
は
な
い
が
、
街
中
に
は
「
く
じ
に
当
た
れ
ば
金
利
ア
ッ
プ
」、「
タ
イ
ガ
ー
ス
が
優
勝
し
た
ら
金
利
三
倍
」
と
い
う
類
の
広
告
が
氾

濫
し
て
い
る

(

一
五)

。
金
融
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る

(

一
六)

。
学
生
や
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
興
ず
る
賭
け
麻
雀
程
度
は
、

安
ら
か
な
社
会
生
活
の
維
持
に
別
段
支
障
と
な
ら
な
い

(

一
七)

。
近
時
の
統
合
型
リ
ゾ
ー
ト
（
Ｉ
Ｒ
）
推
進
法
の
成
立
は
、
社
会
が
賭
博

を
害
悪
視
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
評
価
し
う
る

(

一
八)

。
小
谷
の
指
摘
が
正
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
後
国
民
の
意
識

は
変
化
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
変
化
を
踏
ま
え
て
保
護
法
益
を
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
。

３
．
捜
査
実
務

　
賭
博
事
犯
に
対
す
る
捜
査
実
務
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
二
点
言
及
し
て
お
こ
う
。

　
第
一
に
、
旧
刑
法
に
お
い
て
単
純
賭
博
は
現
行
犯
の
場
合
に
の
み
検
挙
可
能
で
あ
っ
た
が
、
現
行
法
に
お
い
て
は
非
現
行
犯
の
場
合
で

あ
っ
て
も
検
挙
可
能
と
な
っ
た
。
密
行
し
て
行
わ
れ
る
暴
力
団
等
に
よ
る
賭
博
を
検
挙
す
る
た
め
で
あ
ろ
う

(

一
九)

。
現
行
法
施
行
以
降

も
捜
査
実
務
は
長
ら
く
現
行
犯
検
挙
を
原
則
と
し
て
き
た
が
、
例
え
ば
東
京
地
検
は
一
九
六
四
年
以
降
、
現
行
犯
と
非
現
行
犯
と
を
区
別

せ
ず
に
検
挙
す
る
方
針
へ
と
踏
み
切
っ
た

(

二
〇)

。
し
か
し
、非
現
行
犯
検
挙
を
当
然
視
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

佐
藤
幸
雄
は
、（
一
）
非
現
行
犯
検
挙
が
原
則
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
、（
二
）
端
緒
の
把
握
が
容
易
な
事
件
の
検
挙
に
走
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り
が
ち
な
こ
と
、（
三
）
日
時
の
経
過
に
よ
っ
て
記
憶
が
薄
れ
て
い
る
供
述
証
拠
に
頼
ら
ざ
る
を
え
ず
、
犯
行
後
の
工
作
に
よ
っ
て
事
件

内
容
を
変
え
ら
れ
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
、（
四
）
時
効
完
成
前
で
あ
っ
て
も
、
日
時
が
あ
ま
り
に
経
過
し
た
も
の
は
、
賭
客
は
も
ち
ろ

ん
開
帳
者
に
と
っ
て
も
酷
で
あ
る
こ
と
を
問
題
点
と
し
て
挙
げ
て
、「
あ
ら
ゆ
る
事
件
が
、
唇
か
ら
の
証
拠
を
排
し
物
証
へ
と
転
換
を
迫

ら
れ
て
い
る
今
日
、
唇
だ
け
に
頼
る
非
現
行
犯
の
検
挙
は
早
晩
行
き
詰
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
、
現
行
犯
検
挙
の
原
則
へ
と
回
帰
す
べ

き
で
あ
る
と
主
張
す
る

(

二
一)

。

　
第
二
に
、
第
一
の
よ
う
な
疑
問
点
は
あ
る
も
の
の
、
総
合
的
に
見
る
と
、
従
来
の
捜
査
実
務
は
お
お
む
ね
適
切
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

組
織
的
に
行
わ
れ
る
賭
博
を
中
心
と
し
て
検
挙
し
て
、
内
輪
の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
些
細
な
賭
博
に
は
目
を
瞑
っ
て
き
た
（
稀
に
芸
能

人
が
賭
け
麻
雀
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
旨
の
報
道

(

二
二)

に
接
す
る
程
度
で
あ
る
）
が
、
法
を
機
械
的
に
適
用
せ
ず
、
状
況
に
応
じ
て
臨

機
応
変
に
適
用
す
る
弾
力
的
な
捜
査
実
務
は
、
限
ら
れ
た
人
員
と
予
算
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と

(

二
三)

、
評
価
に
値
す
る
。
現
実
を
無
視

し
た
建
前
論
の
形
式
的
な
解
釈
適
用
は
、
か
え
っ
て
国
民
の
遵
法
意
識
を
鈍
磨
さ
せ
か
ね
な
い
の
で
あ
る

(

二
四)

。
し
か
し
、
弾
力
的
な

運
用
は
悪
く
い
え
ば
恣
意
的
な
運
用
で
あ
っ
て
、
か
え
っ
て
汚
職
等
の
原
因
と
な
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い

(

二
五)

。
警
察
が
通
常
は

賭
け
麻
雀
等
を
黙
認
し
て
お
き
な
が
ら
選
択
的
に
摘
発
す
る
と
い
う
運
用
は
、
法
の
支
配
の
見
地
か
ら
適
切
と
は
い
い
難
い

(

二
六)

。
恣

意
的
・
選
択
的
な
法
執
行
を
排
除
す
る
た
め
に
は
、
保
護
法
益
を
明
ら
か
に
し
て
、
検
挙
す
べ
き
行
為
と
そ
う
で
な
い
行
為
と
の
区
別
を

明
白
に
示
す
べ
き
で
あ
る
。

三
．
保
護
法
益
論

　
以
上
の
諸
問
題
を
念
頭
に
置
い
て
賭
博
罪
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
先
に
わ
が
国
の
賭
博
罪
規
定
と
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
の

相
違
を
示
し
て
、
争
点
を
整
理
し
よ
う
。
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ま
ず
、
両
国
の
規
定
の
相
違
で
あ
る
が

(

二
七)

、
第
一
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
は
「
官
庁
の
許
可
な
く
」
賭
博
（
お
よ
び
富
く
じ
）
を
行
っ

た
者
を
処
罰
の
対
象
と
し
て
い
る
。
第
二
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
は
賭
博
（
お
よ
び
富
く
じ
）
罪
の
成
立
に
公
然
性
を
要
求
し
て
い
る
。
第
三

に
、
ド
イ
ツ
刑
法
は
常
習
賭
博
罪
や
博
徒
結
合
罪
を
正
面
か
ら
は
規
定
し
て
い
な
い
。
第
四
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
は
公
然
の
賭
博
（
お
よ
び

富
く
じ
）
の
宣
伝
を
処
罰
の
対
象
と
し
て
い
る
。

　
第
一
に
つ
い
て
は
、
特
別
法
に
よ
っ
て
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
や
宝
く
じ
が
認
可
さ
れ
て
い
る
以
上
、
わ
が
国
の
規
定
に
お
い
て
も
「
公
認

さ
れ
な
い
限
り
」
と
い
う
書
か
れ
ざ
る
構
成
要
件
要
素
の
存
在
を
想
定
で
き
る
か
ら
、
実
質
的
に
は
ド
イ
ツ
と
同
様
で
あ
る
と
評
価
で
き

る

(

二
八)

。
第
二
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
特
定
少
数
に
よ
る
賭
博
も
理
論
上
は
処
罰
の
対
象
と
な
る
か
ら
、
ド
イ
ツ
よ
り
も

処
罰
範
囲
は
広
い
と
評
価
で
き
る

(

二
九)

。
第
三
に
つ
い
て
も
同
様
に
見
え
る
。
第
二
、
第
三
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
わ
が
国
の

規
定
が
、
悪
質
な
賭
博
行
為
は
密
行
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
暴
力
的
・
職
業
的
な
賭
博
集
団
で
あ
る
博
徒
の
弊
害
が
大
き
い

こ
と
を
考
慮
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う(

三
〇)

。
た
だ
し
、デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
よ
う
に
密
行
性
と
は
無
縁
な
射
倖
的
取
引
が
存
在
す
る
こ
と(

三
一)

、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
「
団
体
で
又
は
賭
博
を
常
習
的
に
行
う
閉
鎖
的
集
団
で
の
賭
博
」
は
公
然
と
行
わ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
（
二
八
四
条

二
項
）
こ
と
に
注
意
を
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
第
四
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
ほ
う
が
広
範
な
構
成
要
件
を
設
定
し
て
い
る
と
評
価

で
き
る
。
以
上
の
相
違
に
留
意
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
議
論
は
わ
が
国
に
と
っ
て
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
争
点
を
整
理
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
大
き
く
風
俗
犯
説
と
財
産
犯
説
と
に
見
解
が
分
か
れ
て
い

る
。
前
者
が
判
例
・
通
説
で
あ
る
が
、
副
次
的
な
法
益
と
し
て
、
財
産
的
な
危
険
、
個
人
の
退
廃
、
関
与
者
の
退
廃
、
付
随
的
犯
罪
等
を

考
慮
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
も
有
力
で
あ
る

(

三
二)

。
こ
れ
に
対
し
て
先
進
諸
国
に
お
い
て
は
、
個
人
に
よ
っ
て
意
見
が
分
か
れ
る
倫
理
観
で

は
な
く
て
、
国
民
が
健
全
か
つ
安
全
に
遊
興
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備
、
お
よ
び
国
民
の
保
護
を
重
視
す
る
見
解
が
主
流
で

あ
る

(

三
三)

。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
当
初
、（
一
）
賭
博
に
対
す
る
需
要
を
過
度
に
刺
激
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
、（
二
）
国
家
的
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
に
よ
っ
て
秩
序
適
合
的
な
ゲ
ー
ム
の
進
行
を
保
障
す
る
、（
三
）
私
的
あ
る
い
は
営
業
上
の
利
益
を
目
的
と
す
る
自
然
な
賭
博
欲
求
の
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利
用
を
阻
止
す
る
、（
四
）
公
益
目
的
の
資
金
調
達
の
た
め
に
賭
博
か
ら
の
収
益
を
引
き
出
す
、
と
い
う
四
つ
の
保
護
目
的
が
考
慮
さ
れ

て
い
た

(

三
四)

。
こ
れ
ら
を
敷
衍
し
て
、
以
下
、
諸
見
解
を
検
討
す
る
。

１
．
風
俗
犯
説

　
わ
が
国
の
判
例
・
通
説
に
よ
れ
ば
、
賭
博
罪
の
保
護
法
益
は
健
全
な
経
済
的
秩
序
（
勤
労
の
美
風
）
で
あ
る
。
か
つ
て
最
高
裁
は
次
の

よ
う
に
判
示
し
た
。

　
賭
博
行
為
は
、
一
面
互
に
自
己
の
財
物
を
自
己
の
好
む
と
こ
ろ
に
投
ず
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
他
人
の
財
産
権
を
そ
の
意
に
反
し
て

侵
害
す
る
も
の
で
は
な
く
、
従
つ
て
、
一
見
各
人
に
任
か
さ
れ
た
自
由
行
為
に
属
し
罪
悪
と
称
す
る
に
足
り
な
い
よ
う
に
も
見
え
る

が
、
し
か
し
、
他
面
勤
労
そ
の
他
正
当
な
原
因
に
因
る
の
で
な
く
、
単
な
る
偶
然
の
事
情
に
因
り
財
物
の
獲
得
を
僥
倖
せ
ん
と
相
争

う
が
ご
と
き
は
、
国
民
を
し
て
怠
惰
浪
費
の
弊
風
を
生
ぜ
し
め
、
健
康
で
文
化
的
な
社
会
の
基
礎
を
成
す
勤
労
の
美
風
（
憲
法
第

二
七
条
一
項
参
照
）
を
害
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
甚
だ
し
き
は
暴
行

0

0

、4
脅
迫
0

0

、4
殺
傷
0

0

、4
強
窃
盗
そ
の
他
の
副
次
的
犯
罪
を
誘
発

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
又

は
国
民
経
済
の
機
能
に
重
大
な
障
害
を
与
え
る
恐
れ
す
ら
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
わ
が
国
に
お
い
て
は
一
時
の
娯
楽
に
供
す
る
物
を

賭
し
た
場
合
の
外
単
な
る
賭
博
で
も
こ
れ
を
犯
罪
と
し
そ
の
他
常
習
賭
博
、
賭
場
開
張
等
又
は
富
籖
に
関
す
る
行
為
を
罰
す
る
所
以

で
あ
つ
て
、
こ
れ
等
の
行
為
は
畢
竟
公
益
に
関
す
る
犯
罪
中
の
風
俗
を
害
す
る
罪
で
あ
り
（
旧
刑
法
第
二
篇
第
六
章
参
照
）、
新
憲

法
に
い
わ
ゆ
る
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
傍
点
引
用
者
）(

三
五)

。

　
副
次
的
犯
罪
の
誘
発
防
止
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
叙
述
に
表
れ
て
い
る
判
例
・
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通
説
の
立
場
は
次
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　
た
し
か
に
、
自
分
の
財
産
を
ど
の
よ
う
に
処
分
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
が
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
さ
な
い
か
ぎ
り
、
法
の
干
渉
を
受
け

る
べ
き
で
は
な
い
し
、
多
少
の
賭
け
ご
と
は
、
日
常
生
活
を
活
性
化
す
る
も
の
と
し
て
許
容
さ
れ
て
も
よ
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
賭
博
の
よ
う
に
、
偶
然
の
勝
負
に
よ
っ
て
財
物
を
得
喪
す
る
こ
と
を
大
幅
に
許
容
す
る
と
、
勤
労
意
欲
を
失
い
正
業
を
怠

る
よ
う
に
な
り
、
ひ
い
て
は
賭
金
の
獲
得
ま
た
は
借
金
の
返
済
の
た
め
に
犯
罪
に
走
る
原
因
と
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
賭
博

罪
は
、
公
の
秩
序
、
善
良
の
風
俗
を
侵
害
す
る
罪
、
つ
ま
り
、
社
会
的
法
益
に
対
す
る
罪
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
刑
法
も
、
こ
れ
を
社
会
的
法
益
を
侵
害
す
る
罪
の
一
種
と
し
て
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る

(

三
六)

。

　
射
倖
本
能
の
お
も
む
く
と
こ
ろ
、
こ
の
種
の
行
為
へ
の
耽
溺
は
、
や
が
て
人
の
勤
労
意
欲
を
麻
痺
さ
せ
、
か
れ
を
頽
廃
の
淵
へ
と

誘
つ
て
や
ま
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
伝
播
性
と
徒
党
性
と
は
、
た
や
す
く
公
衆
を
同
様
の
頽
廃
へ
と
導
き
、
つ
い
に
は
正
業
を
抛
つ

た
多
く
の
人
々
を
無
頼
の
遊
民
と
化
す
る
に
い
た
る
。
そ
の
間
、
殺
傷
賊
盗
な
ど
、
他
の
犯
罪
を
誘
発
す
る
お
そ
れ
も
軽
視
で
き
な

い
。
か
く
し
て
そ
れ
が
社
会
の
良
俗
を
害
す
る
こ
と
甚
だ
し
く
、
経
済
社
会
の
正
常
な
発
展
に
と
つ
て
ゆ
ゆ
し
い
脅
威
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
経
験
的
に
実
証
し
う
る
か
よ
う
な
弊
害
に
即
し
て
こ
そ
、
賭
博
・
富
籤
罪
の
本
質
は
理
解
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
現
行
法
の
体
系
的
位
置
づ
け
も
こ
の
見
地
に
副
つ
て
い
る

(

三
七)

。

　
な
お
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
経
済
的
秩
序
を
保
護
法
益
と
す
る
見
解
も
、
賭
博
が
非
生
産
的
な
活
動
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り

(

三
八)

、
蔓
延
す
る
、
ま
た
自
制
心
な
く
追
求
さ
れ
る
賭
博
癖
に
よ
っ
て
経
済
お
よ
び
労
働
道
徳
が
危
殆
化
さ
れ
て
、
労
働
が
疎
遠
な
も
の

と
な
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る

(

三
九)

。
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わ
が
国
の
現
行
刑
法
典
が
賭
博
罪
を
社
会
的
法
益
に
対
す
る
罪
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
風
俗
犯
説
は
素
直
な
解
釈
を
示

し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
風
俗
は
侵
害
対
象
と
し
て
の
実
体
が
明
ら
か
で
な
い
か
ら
、
刑
法
が
保
護
す
る
法
益
と
し
て
適
切
で

あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る(

四
〇)

。
平
川
宗
信
は
、
賭
博
罪
は
勤
労
風
俗
環
境
を
保
護
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
精
神
的
社
会
環
境
は
保
護

法
益
と
し
て
の
適
格
性
を
欠
く
か
ら
、
個
人
の
具
体
的
利
益
の
見
地
か
ら
賭
博
罪
の
保
護
法
益
を
再
構
成
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

(

四
一)

。

ま
た
、
賭
博
が
経
済
お
よ
び
労
働
道
徳
を
危
殆
化
す
る
こ
と
は
（
個
別
的
に
そ
う
解
釈
で
き
る
事
例
は
あ
る
と
し
て
も
）
実
証
困
難
で
あ

る

(

四
二)

。
そ
し
て
、
賭
博
は
下
品
な
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
行
為
で
あ
る
と
い
う
立
場
は
、
浮
き
世
離
れ
し
た
、
時
代
錯
誤
的
な
発
想
に

基
づ
い
て
い
な
い
か

(

四
三)

。
ど
の
よ
う
に
し
て
財
産
を
入
手
す
べ
き
か
、
入
手
し
た
財
産
を
何
に
、
ど
の
よ
う
に
使
う
べ
き
か
、
お
よ

そ
労
働
す
べ
き
か
は
、
個
人
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
よ
い

(

四
四)

。
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
株
屋
や
相
場
師
の
よ
う
に
、
価
値
を
創
出

し
な
い
労
働
に
よ
っ
て
収
入
を
得
る
こ
と
自
体
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い

(

四
五)

。
で
き
る
な
ら
ば
楽
を
し
て
金
を
稼
ぎ
た
い
と
考
え
る
者

は
決
し
て
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
心
算
は
道
徳
的
に
感
心
で
き
な
い
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、
刑
罰
を
も
っ
て
対
処
す
べ
き

こ
と
で
は
な
い
。

２
．
国
家
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権

　
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
か
つ
て
Ｒ
Ｇ
や
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
人
の
自
然
な
賭
博
欲
求
を
経
済
的
に
搾
取
す
る
こ
と
か
ら
国
民
を
保
護
す
る
た
め
に
、

国
家
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
と
判
示
し
た

(

四
六)

。
確
か
に
一
定
の
説
得
力
を
有
す
る
見
解
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、

公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
は
国
家
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
及
ん
で
い
る
と
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
、
ま
た
近
時
の
Ｉ
Ｒ
推
進
法
を
め
ぐ
る
議
論
に

お
い
て
も
、
カ
ジ
ノ
等
を
真
摯
に
運
営
し
よ
う
と
す
る
地
方
自
治
体
の
切
実
な
思
い
を
看
取
で
き
る
か
ら
、
彼
ら
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を

尊
重
す
る
こ
と
に
は
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
。
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し
か
し
、
国
家
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
そ
れ
自
体
は
具
体
的
な
保
護
目
的
を
示
し
て
い
な
い
。F

e
ld

m
a
n
n

は
賭
博
罪
と
環
境
犯
罪
と

が
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
環
境
犯
罪
の
保
護
法
益
は
国
家
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
で
は
な
く
て
あ
く
ま
で
も
環
境
で
あ
っ

て
、
保
護
に
値
す
る
利
益
と
官
公
庁
に
よ
る
許
可
の
有
無
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
い
う

(

四
七)

。
国
家
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
よ
り
具

体
的
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る

(

四
八)

。
賭
博
の
国
家
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
が
目
的
と
し
て
い
る
具
体
的
な
利
益
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
．
財
産
犯
説

　
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
国
家
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
と
し
て
、
国
民
の
財
産
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
平
野
龍
一

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
怠
惰
浪
費
の
弊
風
を
除
き
、
勤
労
の
美
風
を
養
う
の
は
、
国
民
教
育
の
任
務
で
は
あ
っ
て
も
、
刑
罰
の
本
来
の
任
務
で
は
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
偶
然
の
事
由
に
よ
っ
て
賞
金
を
得
る
こ
と
は
処
罰
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も

勤
労
に
よ
ら
な
い
で
経
済
的
利
益
を
得
る
行
為
が
す
べ
て
経
済
倫
理
に
反
す
る
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、

射
倖
を
望
ん
で
金
を
賭
け
、
財
産
上
の
損
害
を
受
け
る
こ
と
、
あ
る
い
は
他
人
の
射
倖
心
に
つ
け
こ
ん
で
そ
の
人
の
財
産
に
損
害
を

与
え
る
こ
と
を
処
罰
す
る
も
の
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
財
産
に
対
す
る
罪
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
に
、
賭
博
は
自
分
の
財
産
に
損
害
を
与
え
る
行
為
あ
る
い
は
同
意
の
あ
る
他
人
の
財
産
に
損
害
を
与
え
る
行
為
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
現
行
法
の
よ
う
に
す
べ
て
の
賭
博
を
処
罰
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。
賭
博
が
そ
れ
自
体
、
経
済
倫
理
に
反
し
処
罰
に

値
す
る
行
為
で
あ
る
な
ら
ば
、
競
馬
や
競
輪
な
ど
が
、
国
家
や
地
方
自
治
団
体
の
財
政
上
の
理
由
と
は
い
え
、
法
律
で
認
め
ら
れ
て
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い
る
の
は
奇
妙
な
こ
と
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

四
九)

。

　
風
俗
犯
説
に
認
め
ら
れ
る
リ
ー
ガ
ル
・
モ
ラ
リ
ズ
ム
を
否
定
す
る
平
野
の
主
張
は
示
唆
に
富
ん
で
お
り
、
謙
抑
主
義
の
見
地
か
ら
高
く

評
価
で
き
る
。
か
つ
て
わ
が
国
の
判
例
も
、
実
際
に
財
産
犯
的
要
素
を
考
慮
し
た
こ
と
が
あ
っ
た

(

五
〇)

。
現
行
刑
法
典
の
体
系
と
の
関

係
に
お
い
て
い
う
な
ら
ば
、公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
賭
博
に
よ
る
収
奪
か
ら
国
民
の
財
産
を
守
る
と
い
う
公
共
的
法
益

0

0

0

0

0

を
実
現
し
て
い
る(

五
一)

、

財
産
犯
説
と
は
い
っ
て
も
他
人
の
財
産
に
損
害
を
与
え
る
行
為
は
公
衆
に
対
す
る
罪

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
補
足
可
能
で
あ
る

(

五
二)

、
と
い
う
指
摘
は

よ
り
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
操
作
的
な
方
法
に
よ
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
財
産
の
危
殆
化
を
阻
止
す
る
こ
と
は
一
般
的
に

承
認
さ
れ
る
と
し
て
、
同
様
の
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る

(

五
三)

。

　
し
か
し
財
産
犯
説
は
、
少
な
く
と
も
プ
レ
イ
ヤ
ー
本
人
の
財
産
に
着
目
す
る
限
り
、
行
き
す
ぎ
た
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
い
う
批

判
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う

(

五
四)

。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
過
度
な
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
、
リ
ス
ク
が
あ
る
投
機
取
引
の
遂
行
等
が

許
容
さ
れ
て
い
る
以
上
、
欲
す
る
者
に
損
害
は
な
い
（v

o
le

n
ti n

o
n
 fit in

iu
ria

）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
自
由
意
思
に
よ
る
財
産
の

危
殆
化
を
問
題
視
す
べ
き
で
な
い

(

五
五)

。
他
者
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
限
り
、
意
味
が
な
い
財
産
の
浪
費
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
不
可

罰
で
よ
い

(

五
六)

。
ま
た
財
産
犯
説
に
よ
れ
ば
、
自
殺
が
不
可
罰
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
自
己
の
財
産
の
危
殆
化
が
可
罰
的
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
説
明
困
難
で
あ
る

(

五
七)

。
財
産
犯
説
を
主
張
す
るF

e
ld

m
a
n
n

自
身
も
、
財
産
保
護
を
重
視
す
る
見
解
は
、

ゲ
ー
ム
に
操
作
が
加
え
ら
れ
た
場
合
や
病
的
な
中
毒
の
場
合
等
、
非
意
図
的
・
非
自
由
意
思
的
な
財
産
の
損
失
が
あ
る
場
合
に
の
み
妥
当

す
る
か
ら
、
秩
序
適
合
的
な
ゲ
ー
ム
へ
の
自
由
意
思
に
よ
る
財
産
投
入
の
よ
う
な
、
自
己
答
責
的
な
財
産
の
危
殆
化
は
賭
博
提
供
者
の
処

罰
を
基
礎
づ
け
な
い
と
述
べ
て
い
る

(

五
八)

。
自
己
の
財
産
で
は
な
く
て
他
人
の
財
産
に
損
害
を
与
え
る
行
為
が
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
の
相
手
方
の
同
意
が
あ
る
な
ら
ば
、
自
己
の
財
産
の
場
合
と
同
様
に
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
介
入
を
す
べ
き
で
な
い
。
ま
た
、

公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
も
私
的
賭
博
も
、
ど
ち
ら
も
財
産
を
危
殆
化
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
実
際
に
、
公
営
ギ
ャ
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ン
ブ
ル
に
よ
っ
て
財
産
を
喪
失
す
る
者
は
多
数
存
在
し
て
い
る

(

五
九)

。
官
公
庁
の
許
可
要
件
そ
れ
自
体
は
財
産
保
護
に
役
立
た
な
い
の

で
あ
る

(

六
〇)

。

４
．
国
民
の
健
康

　M
in

ta
s

に
よ
れ
ば
、
賭
博
罪
の
保
護
法
益
は
国
民
の
健
康
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
、
基
本
法
二
条
二
項
一
文
を
引
い
て
、
住
民
の
健
康

的
利
益
を
維
持
す
る
こ
と
は
国
家
の
義
務
で
あ
る
か
ら
、
健
康
保
護
は
、
営
業
お
よ
び
職
務
遂
行
の
自
由
に
対
す
る
制
限
を
許
容
す
る
正

当
化
事
由
で
あ
る
と
い
う
。
彼
は
次
に
、ド
イ
ツ
刑
法
三
二
六
条
一
項
が
危
険
な
廃
棄
物
の
無
許
可
取
扱
い
を
、三
一
四
条
が
公
共
に
と
っ

て
危
険
な
害
毒
を
、
麻
薬
法
が
麻
薬
を
規
制
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
国
民
の
健
康
を
基
礎
に
置
い
て
い
る
と
指
摘

す
る
。
そ
し
て
、
麻
薬
犯
罪
と
の
対
比
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
賭
博
へ
の
参
加
は
、
ド
ラ
ッ
グ
の
消
費
と
同
様
に
、
病
理
的
な
中

毒
行
動
を
導
く
。
確
か
に
、
賭
博
と
麻
薬
と
は
同
一
で
な
い
。
麻
薬
と
比
較
す
る
と
、
賭
博
に
よ
っ
て
中
毒
が
生
じ
る
蓋
然
性
は
低
い
。

し
か
し
賭
博
は
、
よ
り
弱
い
程
度
に
は
国
民
の
健
康
を
侵
害
す
る
か
ら
、
賭
博
中
毒
の
抽
象
的
危
険
は
あ
ら
ゆ
る
潜
在
的
な
プ
レ
イ
ヤ
ー

を
脅
か
す
。
単
に
個
々
人
の
健
康
で
は
な
く
、
社
会
そ
れ
自
体
を
目
的
と
す
る
集
合
的
法
益
が
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。（
非
合
法
）

賭
博
へ
の
参
加
に
は
、
個
々
人
の
自
己
答
責
性
に
お
け
る
自
己
危
殆
化
の
枠
内
に
収
ま
り
き
ら
な
い
も
の
が
あ
る

(

六
一)

。

　
わ
が
国
に
お
い
て
も
類
似
す
る
指
摘
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
原
田
保
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
賭
博
行
為
自
体
は
経
済
的
自
損
行
為
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
個
人
が
経
済
的
に
破
綻
し
、
取
引
関
係
に
お
け
る
法
的
主
体
と

し
て
の
適
格
性
を
事
実
上
喪
失
し
て
し
ま
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
賭
博
が
容
易
に
人
を
誘
惑
し
、
深
入
り
さ
せ

て
し
ま
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
点
で
、
賭
博
に
は
薬
物
と
共
通
の
性
質
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
生
産
・
流
通
・
消
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費
と
い
う
経
済
過
程
の
維
持
の
た
め
、
人
々
が
こ
の
過
程
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
が
賭
博
罪
の
趣
旨
で
あ
り
、
同
罪

は
薬
物
犯
罪
と
並
ん
で
国
家
・
社
会
の
健
全
な
構
成
員
の
維
持
を
保
護
法
益
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い(

六
二)

。

　
国
民
の
健
康
を
基
礎
に
置
く
見
解
に
は
説
得
力
が
あ
る
が
、
こ
の
見
解
に
と
っ
て
は
、
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
存
在
が
ネ
ッ
ク
と
な
る
。

原
田
は
続
け
る
。

　
し
か
し
、
今
日
の
状
況
下
で
は
右
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
公
営
賭
博
の
存
在
が
こ
れ
を
妨
げ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
公
営
賭
博
は
そ
の
規
模
に
お
い
て
、
従
っ
て
ま
た
そ
の
害
に
お
い
て
、
国
内
で
行
わ
れ
て
い
る
賭
博
の
う
ち
最
大
の
も
の
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、「
賭
博
行
為
は
原
則
的
に
違
法
で
あ
る
が
、
公
営
賭
博
は
刑
法
三
五
条
に
よ
り
例
外

的
に
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
」
な
ど
と
い
う
議
論
は
お
よ
そ
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
違
法
性
の
推
定
は
「
通
常
は
違
法
で
あ
る
」
よ

う
な
行
為
に
つ
い
て
な
し
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
公
営
賭
博
も
含
め
た
賭
博
行
為
一
般
を
賭
博
罪
の
構
成
要
件
該
当
行
為
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
同
罪
の
構
成
要
件
は
違
法
行
為
類
型
た
る
意
義
を
持
ち
得
な
い
。
刑
罰
執
行
や
医
療
行
為
に
お
い
て
は
、
被
侵
害
者

が
そ
の
侵
害
の
忍
受
を
義
務
付
け
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
害
を
最
小
限
に
す
べ
く
配
慮
が
な
さ
れ
た
上
で
そ
の
害
を
上
回
る
利
益
が
予

定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
違
法
性
阻
却
の
根
底
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
公
営
賭
博
に
は
か
よ
う
な
要
素
が
全
く
な
く
、
人
々
の
経

済
的
損
失
に
つ
い
て
違
法
性
を
阻
却
す
る
に
足
る
実
態
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う

(

六
三)

。

　
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
は
、
馬
匹
の
改
良
や
国
家
財
政
へ
の
寄
与
等
、
社
会
的
に
有
用
な
側
面
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
害
を
上
回
る

利
益
が
ま
っ
た
く
な
い
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
を
除
け
ば
、
原
田
の
指
摘
は
的
を
射
て
い
る
。
一

方
で
建
前
と
し
て
は
賭
博
を
禁
止
し
て
、
他
方
で
国
家
が
自
ら
賭
博
を
主
催
し
て
い
る
現
状
を
正
当
化
す
る
言
説
は
説
得
的
で
な
い
。
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自
己
答
責
的
で
な
い
病
的
な
依
存
症
の
場
合
等
を
除
け
ば

(

六
四)

、
結
局
、
健
康
を
重
視
す
る
見
解
も
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
い
て

い
る
か
ら
、
財
産
犯
説
と
同
様
に
、
支
持
し
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
国
民
の
健
康
を
基
礎
に
置
く
と
、
賭
博
と
同
様
に
依
存
症
の

危
険
が
あ
る
ア
ル
コ
ー
ル
が
処
罰
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賭
博
の
み
が
処
罰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
現
状
を
説
明

で
き
な
い

(
六
五)

。
他
者
の
健
康
に
対
す
る
侵
害
が
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
他
者
の
同
意
が
あ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
パ
タ
ー
ナ
リ

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
介
入
を
す
べ
き
で
な
い
し
、
そ
も
そ
も
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
も
私
的
賭
博
も
、
ど
ち
ら
も
健
康
を
危
殆
化
す
る
点
に
お
い
て

異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
賭
博
依
存
症
に
対
し
て
確
固
た
る
対
応
策
と
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
を
整
備
す
る
こ
と
は
先
進
諸
国
に
お
い
て

常
識
と
な
っ
て
い
る
が
、
依
存
症
を
誘
発
し
う
る
わ
が
国
の
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
お
い
て
、
現
状
、
対
策
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い

(

六
六)

。
特
に
賭
博
に
つ
い
て
は
、
麻
薬
ど
こ
ろ
か
、
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
ア
ル
コ
ー
ル
と
比
較
し
て
も
依
存
症
対
策
が
遅
れ

て
い
る
か
ら
、
賭
博
の
国
家
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
健
康
を
保
護
す
る
と
い
う
主
張
は
通
用
し
な
い
。

５
．
不
正
の
防
止
、
公
正
な
ゲ
ー
ム

　
以
上
よ
り
、
風
俗
、
財
産
、
健
康
は
賭
博
罪
の
保
護
法
益
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
賭
博
は
風
俗
、
財
産
、
健
康
を
害
す
る
と
国
家
が

い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
を
国
家
（
に
準
じ
る
団
体
）
が
主
催
す
る
こ
と
に
は
矛
盾
が
あ
る
か
ら
、
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
存
在
を
許
容
す
る
限

り
、
風
俗
、
財
産
、
健
康
を
賭
博
罪
の
保
護
法
益
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ド
イ
ツ
の
国
家
的
なL

o
tto

-T
o
to

協
会
の
存
在
を
前

提
と
し
て
、「
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
財
産
を
二
八
四
条
の
保
護
法
益
と
解
す
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
現
在
の
（
そ
し
て
数
年
来
の
）
国
家
的

実
務
は
違
法
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
」(

六
七)

とM
in

ta
s

は
い
う
が
、
こ
の
叙
述
は
、
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
存
在
す
る
わ

が
国
に
お
い
て
、
財
産
だ
け
で
な
く
、
風
俗
に
も
健
康
に
も
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
現
行
の
体
制
を
前
提
と
す
る
限
り
は
、
公
営
ギ
ャ
ン

ブ
ル
の
存
在
と
矛
盾
し
な
い
保
護
法
益
を
想
定
す
る
し
か
な
い

(

六
八)

。
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ド
イ
ツ
の
判
例
等
が
、
賭
博
罪
は
「
人
間
の
自
然
な
射
倖
心
を
不
法
な
搾
取
か
ら
守
る
」(

六
九)

と
い
う
場
合
の
「
不
法
な
搾
取
」
は
、

主
と
し
て
操
作
的
な
方
法
、
端
的
に
い
う
と
イ
カ
サ
マ
を
示
し
て
い
る
。
確
か
に
、
詐
欺
的
手
段
に
よ
る
搾
取
行
為
の
当
罰
性
は
高
い
か

ら
、
こ
の
見
解
に
は
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
し
か
し
、
詐
欺
賭
博
事
件
に
対
し
て
わ
が
国
の
判
例
が
一
貫
し
て
詐
欺
罪
を
適
用
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と

(

七
〇)

、
詐
欺
的
手

段
の
抑
止
は
詐
欺
罪
の
任
務
で
あ
っ
て
、
賭
博
罪
の
本
来
的
任
務
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る

(

七
一)

。
ま
た
、
イ
カ
サ
マ
等
を
抑
止
す
る
目

的
が
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
財
産
保
護
で
あ
る
な
ら
ば
、
財
産
犯
説
に
対
す
る
批
判
が
こ
の
見
解
に
も
妥
当
す
る
。
さ
ら
に
、
イ
カ
サ
マ
は
「
詐

欺
の
前
哨
戦
に
お
け
る
犯
行
（D

e
lik

t im
 V

o
rfe

ld
 d

e
s B

e
tru

g
s

）」
と
評
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
賭
博
罪
に
お
い
て
問
題
視
す
る
と
、

な
ぜ
「
前
哨
戦
」
を
処
罰
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
刑
法
的
保
護
を
前
置
さ
せ
る
こ
と
は
予
防
警
察
的
で
は
な
い
か
、
詐
欺
未
遂
と
の
区

別
が
不
明
確
と
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
禁
じ
え
な
い

(

七
二)

。

　
こ
の
点
、
山
中
敬
一
は
、
賭
博
罪
の
趣
旨
は
賭
博
行
為
を
国
家
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
置
い
て
、
不
公
正
な
運
営
の
印
象
を
防
止
し
て
、

公
認
さ
れ
た
賭
博
制
度
に
対
す
る
公
共
の
信
頼
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う

(

七
三)

。
こ
の
見
解
は
、
公
共
の
信
頼
を
保
護
法
益
と

解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
現
行
刑
法
典
の
体
系
と
矛
盾
が
な
い
理
解
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
信
頼
」
な
る
概
念
が
ど
こ

か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
導
出
さ
れ
る
の
か
、
説
明
が
不
十
分
で
あ
る
。
ま
た
、
確
か
に
国
家
に
よ
る
運
営
は
公
正
で
あ
る
と
一
般
的
に

は
い
い
う
る
が
、
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
で
あ
っ
て
も
八
百
長
等
を
仕
込
む
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い

(

七
四)

。
さ
ら
に
、
公
正
な
ゲ
ー
ム
を

望
む
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
運
営
を
民
間
の
競
争
に
委
ね
た
ほ
う
が
、
不
公
正
な
主
催
者
は
自
然
淘
汰
さ
れ
る
か
ら
、
信
頼
は
増
す
の
で

は
な
い
か
。
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
悪
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
も
は
や
時
代
錯
誤
的
で
あ
る
か
ら
、（
も
ち
ろ
ん
然
る
べ
き
制
約
の
下
で
）
自
由

な
競
争
に
よ
っ
て
レ
ジ
ャ
ー
産
業
を
発
展
さ
せ
る
ほ
う
が
、
今
日
に
お
い
て
は
か
え
っ
て
健
全
で
あ
る

(

七
五)

。
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６
．
付
随
的
犯
罪
や
組
織
犯
罪
の
抑
止

　
賭
博
は
、
例
え
ば
暴
行
や
資
金
洗
浄
の
よ
う
な
、
付
随
的
犯
罪
や
組
織
犯
罪
を
誘
発
す
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
そ
れ
ら
を
抑
止
す
る
こ

と
が
賭
博
罪
の
任
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

(

七
六)

。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
先
に
引
い
た
判
例
が
、
副
次
的
な
が
ら
こ
れ
ら
の
点
を
考

慮
し
て
い
た

(

七
七)

。
暴
力
団
の
資
金
源
の
相
当
の
部
分
は
賭
博
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
絶
つ
こ
と
に
賭
博
罪
の
今
日
的
存
在

理
由
が
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

七
八)

。

　
し
か
し
付
随
的
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
と
賭
博
と
の
つ
な
が
り
は
あ
く
ま
で
間
接
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い

(

七
九)

。
麻
薬
犯
罪
に
お

い
て
も
同
様
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
付
随
的
犯
罪
の
抑
止
は
適
切
な
法
益
を
示
し
て
い
な
い

(

八
〇)

。
例
え
ば
暴
行
を
抑
止
す

る
こ
と
は
暴
行
罪
の
任
務
で
あ
っ
て
、
賭
博
罪
の
本
来
的
な
任
務
で
は
な
い
。
自
己
答
責
性
原
理
は
、
あ
る
犯
行
と
そ
れ
以
外
の
犯
行
と

の
不
可
避
的
な
結
合
と
対
立
す
る
の
で
あ
る

(

八
一)

。
ま
た
、
賭
博
が
組
織
犯
罪
の
典
型
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
し
、

賭
博
罪
に
お
い
て
組
織
犯
罪
が
問
題
と
な
る
と
し
て
も
、
賭
博
罪
が
組
織
犯
罪
か
ら
何
を
保
護
し
て
い
る
か
を
具
体
的
に
示
さ
な
く
て
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

(

八
二)

。
賭
博
が
暴
力
団
の
資
金
源
と
な
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
米
国
禁
酒
法
が
地
下
組
織
に
巨
額
の

富
を
与
え
た
歴
史
を
顧
み
れ
ば
、
禁
止
に
よ
っ
て
む
し
ろ
利
益
を
独
占
さ
せ
る
側
面
す
ら
あ
る

(

八
三)

。
付
随
的
犯
罪
や
組
織
犯
罪
の
阻

止
を
保
護
法
益
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

７
．
国
家
財
政

　
以
上
で
検
討
し
た
諸
見
解
を
採
り
え
な
い
と
す
れ
ば
、
原
田
に
よ
る
次
の
指
摘
は
正
鵠
を
射
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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か
よ
う
に
し
て
、
公
営
賭
博
の
原
則
の
「
原
則
」
で
あ
る
現
状
に
鑑
み
れ
ば
、
賭
博
罪
に
お
い
て
経
済
過
程
の
維
持
が
考
慮
さ
れ

て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
国
家
・
自
治
体
は
「
賭
博
開
帳
権
」
を
独
占
的
に
有
し
て
お
り
、
賭
博
罪
は
こ
の
独
占
を
侵
害
す
る
私

的
賭
博
を
処
罰
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
、
現
在
の
状
況
の
法
的
説
明
と
し
て
適
切
で
あ
る
。
即
ち
、
賭
博
罪
の
保

護
法
益
は
国
家
・
自
治
体
の
賭
博
開
帳
権
で
あ
っ
て
、
同
罪
は
社
会
的
法
益
に
対
す
る
罪
と
呼
び
得
る
も
の
で
は
な
い

(

八
四)

。

　
保
護
法
益
は
賭
博
開
帳
権
で
あ
る
と
い
う
の
み
で
は
、
保
護
法
益
は
国
家
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
で
あ
る
と
い
う
に
等
し
い
か
ら
、
賭
博

開
帳
権
を
独
占
す
る
目
的
を
示
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
国
家
の
財
政
、
国
家
の
徴
税
権
を
確
保
す
る
た
め
で
は
な
い
か

(

八
五)

。

こ
こ
で
萩
野
寛
雄
の
研
究
に
依
拠
し
て
、
わ
が
国
の
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
（
特
に
競
馬
）
の
歴
史
を
概
観
し
よ
う
。

　
戦
後
、戦
災
復
興
、食
糧
増
産
等
の
た
め
に
国
家
財
政
が
困
窮
し
た
こ
と
か
ら
、新
財
源
と
し
て
の
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
芽
吹
く
が
、ギ
ャ

ン
ブ
ル
を
税
源
外
の
財
源
と
し
て
利
用
す
る
仕
組
み
は
、
戦
前
か
ら
存
在
す
る
競
馬
事
業
を
雛
型
と
し
て
い
た
。
競
馬
は
、
わ
が
国
に
お

い
て
は
永
ら
く
十
分
に
は
定
着
し
な
か
っ
た
が
、
政
府
は
帝
国
主
義
時
代
、
軍
事
目
的
か
ら
こ
れ
を
振
興
す
る
。
馬
匹
の
水
準
は
陸
軍
力

に
直
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、競
馬
事
業
は
戦
時
体
制
へ
の
移
行
を
通
じ
て
そ
の
性
格
を
変
容
さ
せ
る
。
昭
和
四（
一
九
二
九
）年
、

昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
に
相
次
い
で
競
馬
法
は
改
正
さ
れ
て
、
馬
券
の
売
上
に
か
け
ら
れ
る
政
府
納
付
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の

後
、
さ
ら
な
る
効
率
化
を
達
成
す
る
た
め
に
、
民
間
に
お
い
て
自
治
的
に
経
営
さ
れ
て
い
た
八
つ
の
競
馬
倶
楽
部
は
一
つ
の
「
日
本
競
馬

会
」
に
再
編
成
さ
れ
て
、
さ
ら
に
政
府
納
付
率
は
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
昭
和
十
七
（
一
九
四
二
）
年
の
馬
券
税
法
に
よ
っ
て
、
財

源
獲
得
ツ
ー
ル
と
し
て
の
競
馬
事
業
が
完
成
す
る
。
戦
後
、
軍
事
上
の
必
要
性
が
低
下
し
た
こ
と
、
道
具
と
し
て
の
馬
は
ほ
ぼ
姿
を
消
し

た
こ
と
か
ら
、
馬
の
競
走
を
公
的
に
行
う
名
目
は
形
骸
化
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
競
馬
が
公
営
（
地
方
競
馬
）
お
よ
び
半
公
営
（
中

央
競
馬
）
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
現
状
を
認
め
る
に
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
財
源
利
用
シ
ス
テ
ム
は
現
在
も
な
お
継
続
し
て
い
る
と
評
価

で
き
る

(

八
六)

。
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明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
の
改
正
刑
法
草
案
は
、「
公
ノ
塲
所
二
於
け
る
賭
博
行
為
の
現
行
犯
」
を
刑
事
規
制
の
対
象
と
し
て
お
り
、

説
明
書
に
よ
れ
ば
、「
相
互
ノ
契
約
ヲ
以
テ
自
己
ノ
財
産
ヲ
處
分
ス
ル
ニ
過
キ
サ
ル
モ
ノ
」
云
々
の
記
載
が
あ
っ
た

(

八
七)

。
こ
の
草
案
が

採
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
現
行
法
は
風
俗
犯
説
に
立
脚
し
て
い
る
と
解
し
う
る
が
、
そ
れ
は
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
導
入
さ
れ
る
以

前
の
話
で
あ
る
。
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
存
在
と
、
賭
博
は
風
俗
等
を
乱
す
と
い
う
主
張
と
は
両
立
し

な
い
。
財
源
と
し
て
競
馬
事
業
を
利
用
し
た
と
き
か
ら
、
端
的
に
国
家
財
政
の
た
め
に
私
的
賭
博
を
処
罰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
理
解
す

る
こ
と
が
自
然
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
一
般
的
な
賭
博
罪
処
罰
の
建
前
は
崩
れ
た
、
あ
る
い
は
建
前
と
本
音
と
が
食
い
違
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
が
恣
意
的
な
法
執
行
を
生
む
一
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
。

　
賭
博
を
一
般
的
に
禁
止
す
る
な
ら
ば
、
諸
事
業
の
財
源
は
税
に
よ
っ
て
確
保
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
賭
博
に
よ
っ
て
賄
う
べ
き
で
な
い
と

批
判
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

(

八
八)

。
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
わ
が
国
は
財
源
獲
得
の
た
め
に
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
運
営
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
賭
博
そ
れ
自
体
は
国
家
財
政
を
侵
害
し
な
い
か
ら
、
な
ぜ
私
的
賭
博
に
よ
っ
て
国
家
財
政
が
危
殆
化
さ
れ
る
か

が
明
ら
か
で
な
い
と
い
う
批
判
も
あ
る
で
あ
ろ
う

(

八
九)

。
し
か
し
私
的
賭
博
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
国
庫
に
入
っ
た
で
あ
ろ
う
収
益
を
失

わ
せ
て
い
る
。
現
在
の
賭
博
罪
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
見
地
か
ら
「
一
時
の
娯
楽
に
供
す
る
物
」
の
意
義
を
考
え
る
と
、
国
家
財
政
に
さ
し
た
る
影
響
を
与
え
な
い
少
額
の
私
的

な
賭
事
を
許
容
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
但
書
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
賭
さ
れ
た
も
の
が
金
銭
で
あ
る
か
否
か
を
問
う

必
要
は
な
い
こ
と
と
な
る
反
面
、
国
家
財
政
に
影
響
を
与
え
う
る
多
額
の
金
銭
を
賭
す
る
場
合
や
、
内
輪
に
と
ど
ま
ら
ず
組
織
的
に
実
施

さ
れ
て
、
結
果
的
に
多
額
の
金
銭
が
投
入
さ
れ
る
賭
事
の
場
合
に
は
、
当
該
行
為
は
可
罰
的
と
な
る
で
あ
ろ
う

(

九
〇)

。
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四
．
結
論

　
法
益
論
に
関
す
る
概
括
的
な
検
討
、
お
よ
び
経
済
刑
法
・
環
境
刑
法
等
と
の
関
係
を
意
識
し
た
十
分
な
検
討
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、

筆
者
の
主
張
の
主
た
る
部
分
を
列
挙
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
。

　
・�

公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
存
在
し
て
い
る
以
上
、
賭
博
罪
の
保
護
法
益
を
風
俗
、
財
産
、
健
康
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
賭
博
は
風

俗
、
財
産
、
健
康
を
害
す
る
と
国
家
が
い
う
な
ら
ば
、
国
家
（
に
準
じ
る
団
体
）
が
賭
博
を
主
催
す
る
こ
と
は
背
理
と
な
る
。

　
・�

保
護
法
益
を
国
家
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
家
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
何
の

た
め
に
賭
博
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
か
と
い
う
具
体
的
な
目
的
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
・�

保
護
法
益
を
公
正
な
ゲ
ー
ム
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
詐
欺
賭
博
の
抑
止
は
賭
博
罪
で
は
な
く
て
詐
欺
罪
の
任
務
で
あ
り
、
ま

た
、
公
正
な
ゲ
ー
ム
の
目
的
が
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
財
産
保
護
で
あ
る
な
ら
ば
、
財
産
犯
説
に
対
す
る
批
判
が
こ
の
見
解
に
も
妥
当
す
る
。

　
・�

保
護
法
益
を
付
随
的
犯
罪
の
抑
止
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
暴
行
の
抑
止
は
賭
博
罪
で
は
な
く
て
暴
行
罪
の
任
務
で
あ

る
よ
う
に
、
付
随
的
犯
罪
は
そ
れ
に
対
応
す
る
固
有
の
構
成
要
件
に
よ
っ
て
抑
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
・�

保
護
法
益
を
組
織
犯
罪
の
抑
止
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
組
織
犯
罪
が
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
何
の
た
め
に
組
織
犯
罪
を
抑

止
す
る
の
か
と
い
う
具
体
的
な
目
的
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
賭
博
が
暴
力
団
の
資
金
源
と
な
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
し

て
も
、
米
国
禁
酒
法
の
歴
史
を
顧
み
れ
ば
、
そ
の
禁
止
が
確
実
に
有
効
な
手
段
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

　
・�

公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
財
源
獲
得
ツ
ー
ル
と
し
て
運
営
し
て
い
る
現
状
か
ら
す
る
と
、
矛
盾
が
生
じ
な
い
解
釈
は
「
国
家
の
財
政
」
し

か
な
い
。
国
家
財
政
に
さ
し
た
る
影
響
を
与
え
な
い
、
少
額
を
賭
す
に
と
ど
ま
る
賭
事
は
、「
一
時
の
娯
楽
に
供
す
る
物
」
に
該
当

す
る
か
ら
、
賭
博
罪
を
構
成
し
な
い
。
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な
お
本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
課
題
番
号16H00283

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
間
接
的
な

が
ら
、
二
〇
一
六
年
度
早
稲
田
大
学
特
定
課
題
研
究
助
成
費
（
課
題
番
号
　2016K-349

）
に
よ
る
研
究
結
果
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

（
一
）�

拙
稿
「
判
例
に
お
け
る
賭
博
罪
の
限
定
法
理
に
関
す
る
覚
書
」
本
誌
六
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）
八
一
頁
以
下
。
な
お
本
稿
に
お
い
て
は
、
原

則
と
し
て
刑
法
一
八
五
条
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
「
賭
博
」
と
称
す
る
が
、
文
脈
に
よ
っ
て
徹
底
で
き
て
い
な
い
箇
所
も
あ
る
。

（
二
）�

例
え
ば
、
内
田
文
昭
・
長
井
圓
「
性
表
現
と
刑
法
」
石
原
一
彦
ほ
か
編
『
現
代
刑
罰
法
大
系�

第
四
巻�

社
会
生
活
と
刑
罰
』（
一
九
八
二
年
）

二
五
七
頁
以
下
。

（
三
）Vgl. Roland H

ef end ehl, K
ollektive Rechtsgüter im

 Strafrecht, 2002, S.52.

（
四
）
松
原
芳
博
『
刑
法
各
論
』（
二
〇
一
六
年
）
五
一
〇
頁
。

（
五
）�

小
暮
得
雄
「
賭
博
及
び
富
籤
に
関
す
る
罪
」
団
藤
重
光
編
『
注
釈
刑
法
（
４
）
各
則
（
２
）』（
一
九
六
五
年
）
三
二
七
頁
。
同
「
現
代
に
お

け
る
賭
博
罪
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
四
五
三
号
（
一
九
七
〇
年
）
五
三
頁
。

（
六
）�

谷
岡
一
郎
「
ス
ポ
ー
ツ
を
対
象
と
す
る
違
法
賭
博
」『
法
学
研
究
』
八
四
巻
九
号
（
宮
澤
追
悼
、
二
〇
一
一
年
）
五
二
二
頁
。
た
だ
し
谷
岡
は
、

ギ
ャ
ン
ブ
ル
そ
の
も
の
の
解
禁
を
志
向
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
点
、賭
博
癖
が
多
か
れ
少
な
か
れ
人
の
射
倖
本
能
に
属
す
る
限
り
、

単
純
賭
博
の
処
罰
に
実
効
性
が
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、
む
し
ろ
よ
り
多
く
の
も
の
を
失
う
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
（
小
暮
・
前
掲
ジ
ュ
リ

五
五
頁
）。

（
七
）
小
谷
文
夫
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
と
刑
法
」
石
原
一
彦
ほ
か
編
『
現
代
刑
罰
法
大
系�

第
四
巻�

社
会
生
活
と
刑
罰
』（
一
九
八
二
年
）
二
四
八
頁
。

（
八
）�

小
暮
・
前
掲
注
釈
刑
法
三
二
七
頁
、
同
・
前
掲
ジ
ュ
リ
五
三
頁
。
な
お
、
墨
谷
葵
「
賭
博
罪
」
西
原
春
夫
ほ
か
編
『
刑
法
学
６
《
各
論
の
重

要
問
題
Ⅲ
》』（
一
九
七
八
年
）
二
〇
四
頁
。

（
九
）
山
口
厚
『
刑
法
各
論
』（
第
二
版
、
二
〇
一
〇
年
）
五
一
六
頁
、
中
森
喜
彦
『
刑
法
各
論
』（
第
四
版
、
二
〇
一
五
年
）
二
五
〇
頁
。

（
一
〇
）
山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
』（
第
三
版
、
二
〇
一
五
年
）
五
九
九
頁
。

（
一
一
）
曽
根
威
彦
「
賭
博
〔
一
八
五
条
〕」『
法
学
教
室
』
一
四
〇
号
（
一
九
九
二
年
）
三
五
頁
、
松
原
・
前
掲
五
〇
九
―
五
一
〇
頁
。

（
一
二
）
林
幹
人
『
刑
法
各
論
』（
第
二
版
、
二
〇
〇
七
年
）
四
一
三
頁
。

（
一
三
）
小
谷
・
前
掲
二
四
二
―
二
四
三
頁
、
二
四
七
頁
。
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（
一
四
）�

宮
澤
浩
一
「
賭
博
及
び
富
く
じ
に
関
す
る
罪
」
平
場
安
治
・
平
野
龍
一
編
『
刑
法
改
正
の
研
究
２�

各
則
』（
一
九
七
三
年
）
二
七
八
頁
。

（
一
五
）
谷
岡
・
前
掲
五
四
〇
―
五
四
一
頁
。

（
一
六
）
金
融
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
と
賭
博
罪
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
佐
久
間
修
『
最
先
端
法
領
域
の
刑
事
規
制
』（
二
〇
〇
三
年
）
二
五
四
頁
以
下
。

（
一
七
）
斎
藤
信
治
『
刑
法
各
論
』（
第
四
版
、
二
〇
一
四
年
）
二
七
八
―
二
七
九
頁
。

（
一
八
）�

松
原
・
前
掲
五
一
〇
頁
。
た
だ
し
、
Ｉ
Ｒ
候
補
地
の
住
民
等
か
ら
は
相
応
の
反
発
が
生
じ
て
い
る
か
ら
、
同
法
成
立
の
一
事
の
み
を
も
っ
て
、

実
際
の
社
会
が
賭
博
を
許
容
し
て
い
る
と
断
定
で
き
な
い
。

（
一
九
）
小
谷
・
前
掲
二
三
七
―
二
三
八
頁
。

（
二
〇
）
佐
藤
幸
雄
「
賭
博
犯
罪
の
現
状
と
周
辺
の
諸
問
題
」『
法
律
の
ひ
ろ
ば
』
二
四
巻
九
号
（
一
九
七
一
年
）
一
六
頁
。

（
二
一
）
佐
藤
・
前
掲
一
六
―
一
七
頁
。

（
二
二
）�

例
え
ば
、
朝
日
新
聞
一
九
九
八
年
一
二
月
二
日
夕
刊
。
漫
画
家
・
タ
レ
ン
ト
の
蛭
子
能
収
が
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
た
事
件
。
た
だ
し
本
件
に

お
い
て
、
警
察
は
暴
力
団
関
係
者
が
関
与
し
て
い
る
旨
の
情
報
を
入
手
し
て
い
た
と
い
う
。

（
二
三
）
小
谷
・
前
掲
二
四
九
頁
。

（
二
四
）
墨
谷
・
前
掲
二
〇
四
頁
。

（
二
五
）
須
藤
純
正
「
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
と
賭
博
罪
の
成
否
（
３
）」『
法
学
志
林
』
一
一
〇
巻
三
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
九
頁
。

（
二
六
）�

松
原
・
前
掲
五
一
〇
頁
。
た
だ
し
、
恣
意
的
な
運
用
が
許
容
さ
れ
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
例
え
ば
ス
ピ
ー
ド
違
反
の
取
締
り
が
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
違
法
行
為
を
検
挙
す
る
こ
と
は
現
実
的
に
不
可
能
で
あ
る
。

（
二
七
）
便
宜
の
た
め
に
ド
イ
ツ
刑
法
の
条
文
を
掲
げ
る
。

�
�

第�

二
八
四
条
（
賭
博
の
無
許
可
開
催
）
①

　
官
庁
の
許
可
な
く
、
公
然
と
賭
博
を
行
い
若
し
く
は
主
催
し
又
は
そ
の
た
め
の
設
備
を
用
意�

し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
に
処
す
る
。

�

②
　
団
体
で
又
は
賭
博
を
常
習
的
に
行
う
閉
鎖
的
集
団
で
の
賭
博
も
、
公
然
と
行
わ
れ
た
も
の
と
す
る
。

�

③
　
第
一
項
の
場
合
に
、

�

　
１
　
業
と
し
て
、
又
は

�

　�

２
　
こ
れ
ら
の
行
為
を
継
続
的
に
行
う
た
め
に
結
成
さ
れ
た
集
団
の
構
成
員
と
し
て
行
為
を
行
な
っ
た
者
は
、
三
月
以
上
五
年
以
下
の
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自
由
刑
に
処
す
る
。

�

④
　
公
然
の
賭
博
（
第
一
項
及
び
第
二
項
）
の
宣
伝
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
に
処
す
る
。

�
第�

二
八
五
条
（
無
許
可
賭
博
へ
の
関
与
）　
公
然
の
賭
博
（
第
二
八
四
条
）
に
関
与
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
自
由
刑
又
は
一
八
〇
日
分
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

�

第�
二
八
六
条
（
資
産
刑
、
拡
大
収
奪
及
び
没
収
）
①

　
第
二
八
四
条
第
三
項
第
二
号
の
場
合
に
、
第
四
三
条
ａ
、
第
七
三
条
ｄ
が
適
用
さ

れ
る
も
の
と
す
る
。
第
二
八
四
条
第
三
項
第
一
号
の
場
合
に
も
、
第
七
三
条
ｄ
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

�

②�

　
第
二
八
四
条
及
び
第
二
八
五
条
の
場
合
に
、
賭
博
の
た
め
の
設
備
、
及
び
、
賭
博
台
の
上
又
は
胴
元
に
あ
っ
た
金
銭
は
、
こ
れ
ら
が

判
決
時
に
正
犯
又
は
共
犯
に
属
す
る
と
き
は
、
没
収
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
場
合
は
、
物
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
七
四
条
ａ
が

適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

�

第�

二
八
七
条
（
金
銭
又
は
物
を
賭
け
た
富
く
じ
の
無
許
可
開
催
）
①

　
官
庁
の
許
可
な
く
、
公
然
の
金
銭
富
く
じ
又
は
動
産
若
し
く
は
不

動
産
の
富
く
じ
を
開
催
し
た
者
、
特
に
公
然
の
金
銭
若
し
く
は
物
を
賭
け
た
富
く
じ
の
賭
博
契
約
の
締
結
を
申
し
込
み
、
又
は
、
賭
博

契
約
の
締
結
に
向
け
た
申
込
み
を
承
諾
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
に
処
す
る
。

�

②
　
金
銭
又
は
物
を
賭
け
た
公
然
の
富
く
じ
（
第
一
項
）
の
宣
伝
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
に
処
す
る
。

�

翻
訳
は
、
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
『
ド
イ
ツ
刑
法
典
（
法
務
資
料
四
六
一
号
）』（
二
〇
〇
七
年
）
に
よ
る
。
な
お

二
八
六
条
一
項
一
文
に
つ
い
て
、
四
三
条
ａ
は
二
〇
〇
二
年
三
月
二
〇
日
、
基
本
法
一
〇
三
条
二
項
と
の
関
係
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁

判
所
か
ら
違
憲
無
効
判
決
を
受
け
て
い
る
（BVerfG

E 105, 135

）。

（
二
八
）�

山
中
敬
一
『
刑
法
各
論
』（
第
三
版
、
二
〇
一
五
年
）
七
〇
九
頁
。
な
お
山
中
は
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
つ
い
て
、
法
令
行
為
と
し
て
違
法
性

が
阻
却
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
く
、
す
で
に
構
成
要
件
該
当
性
が
否
定
さ
れ
る
と
解
す
る
。

（
二
九
）�

林
弘
正
『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』（
二
〇
〇
三
年
）
三
七
六
―
三
七
七
頁
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
の
改
正
刑

法
草
案
に
お
い
て
は
、「
公
の
場
所
に
お
け
る
賭
博
行
為
の
現
行
犯
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
。

（
三
〇
）
小
谷
・
前
掲
二
三
三
―
二
三
四
頁
。

（
三
一
）
須
藤
・
前
掲
二
〇
頁
。

（
三
二
）
小
暮
・
前
掲
ジ
ュ
リ
五
四
頁
。
後
掲
注
（
三
五
）
の
最
高
裁
判
例
も
参
照
。
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（
三
三
）�

美
原
融
「
カ
ジ
ノ
合
法
化
を
考
え
る
㊤
」
日
本
経
済
新
聞
二
〇
一
四
年
一
一
月
六
日
朝
刊
。
近
時
、
Ｉ
Ｒ
推
進
法
を
め
ぐ
っ
て
頻
繁
に
議

論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
カ
ジ
ノ
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
成
人
個
人
の
責
任
の
下
で
為
す
遊
興
で
あ
っ
て
、
確
実
な
制
度
、
規
制
が

あ
れ
ば
、
犯
罪
と
は
無
縁
の
健
全
な
社
交
的
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
で
あ
る
と
い
う
。

（
三
四
）BT-D

rucksache13 / 8587, S.67. 

可
罰
的
なG

lücksspiel

と
不
可
罰
的
なW

ette

と
の
相
違
に
つ
い
て
、
佐
久
間
・
前
掲
二
五
七
頁
。

（
三
五
）
最
大
判
昭
二
五
・
一
一
・
二
二
刑
集
四
巻
一
一
号
二
三
八
〇
頁
。

（
三
六
）�

川
端
博
『
風
俗
犯
論
』（
二
〇
〇
九
年
）
一
七
〇
頁
。
た
だ
し
同
書
に
お
い
て
は
、「
風
俗
と
制
度
」
と
い
う
画
期
的
な
構
想
が
示
さ
れ
て

い
る
（
は
し
が
き
一
頁
）。

（
三
七
）
小
暮
・
前
掲
注
釈
刑
法
三
二
八
頁
。

（
三
八
）Laila M

intas, G
lücksspiel im

 Internet, 2009, S.91. 

た
だ
しM

intas

は
風
俗
犯
説
に
立
脚
し
て
い
な
い
。

（
三
九
） H

einz G
erd G

oldm
ann, D

ie behördliche G
enehm

igung als Rechtfertigungsgrund, 1967, S.200ff.�

ド
イ
ツ
の
賭
博
罪
は

経
済
秩
序
を
乱
す
罪
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
佐
久
間
・
前
掲
二
五
九
―
二
六
〇
頁
。

（
四
〇
）H

efendehl, a.a.O
., S.52.

（
四
一
）�

平
川
宗
信
『
刑
法
各
論
』（
一
九
九
五
年
）
二
八
一
頁
以
下
（
特
に
二
九
一
頁
、
三
〇
二
頁
）。
さ
ら
に
平
川
は
、
軽
犯
罪
法
一
条
四
号
「
生

計
の
途
が
な
い
の
に
、
働
く
能
力
が
あ
り
な
が
ら
職
業
に
就
く
意
思
を
有
せ
ず
、
且
つ
、
一
定
の
住
居
を
持
た
な
い
者
で
諸
方
を
う
ろ
つ

い
た
も
の
」、
同
二
二
号
「
こ
じ
き
を
し
、
又
は
こ
じ
き
を
さ
せ
た
者
」
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
こ
れ
ら
の
罪
の
保
護
法
益
が
賭
博
罪
と

同
一
で
あ
る
か
は
興
味
深
い
。

（
四
二
）M

oritz Feldm
ann, D

ie Strafbarkeit privater Sportw
ettenanbieter gem

äß §284 StG
B

, 2010, S.38.

（
四
三
）Feldm

ann, a.a.O
., S.38.

（
四
四
）
林
幹
人
・
前
掲
四
一
二
頁
。

（
四
五
）M

intas, a.a.O
., S.92.

（
四
六
） RG

St 65, 194; BG
H

St 11, 209. Vgl. Andreas Voßkuhle / Christian Bum
ke, Rechtsfragen der Sportw

ette, 2002, S.16.

（
四
七
）Feldm

ann, a.a.O
., S.41.

（
四
八
）M

intas, a.a.O
., S.96.

（
四
九
）
平
野
龍
一
『
刑
法
概
説
』（
一
九
七
七
年
）
二
五
〇
―
二
五
一
頁
。
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（
五
〇
）
大
判
昭
四
・
二
・
一
八
法
律
新
聞
二
九
七
〇
号
九
頁
。

（
五
一
）
佐
久
間
・
前
掲
二
五
九
頁
。

（
五
二
）
平
野
・
前
掲
二
三
九
頁
。
な
お
墨
谷
・
前
掲
二
〇
三
頁
。

（
五
三
）Feldm

ann, a.a.O
., S.40; W

olfgang M
itsch, Strafrecht BT2, 2001, S.416f.

（
五
四
）
松
原
・
前
掲
五
〇
九
頁
、
山
中
・
前
掲
各
論
七
〇
八
頁
等
。

（
五
五
）M

intas, a.a.O
., S.89.

（
五
六
） Feldm

ann, a.a.O
., S.43.�

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
重
視
す
る
と
し
て
も
、
財
産
の
自
己
加
害
行
為
ま
で
を
も
処
罰
す
る
合
理
的
根
拠
は
乏

し
い
（
西
田
典
之
『
刑
法
各
論
』［
第
五
版
、
二
〇
一
〇
年
］
三
八
九
頁
）、
行
為
の
個
人
的
側
面
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
賭
博
は
自
由
な

処
分
意
思
に
よ
っ
て
自
己
の
財
産
を
処
分
す
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
財
産
犯
を
構
成
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
犯
罪
を
構
成
し
な
い

と
も
解
し
う
る
（
川
崎
一
夫
『
刑
法
各
論
』［
増
訂
版
、
二
〇
〇
四
年
］
三
八
八
頁
）
等
と
も
批
判
さ
れ
て
い
る
。

（
五
七
）M

intas, a.a.O
., S.89.

（
五
八
）Feldm

ann, a.a.O
., S.40ff.

（
五
九
）�

な
お
賭
博
に
お
い
て
は
、
長
期
的
に
は
胴
元
が
損
失
を
被
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
ゲ
ー
ム
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、

特
定
の
状
況
下
で
は
期
待
値
が
一
〇
〇
％
を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
以
上
（
谷
岡
一
郎
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
情
報
学
」『
情
報
処
理
』
五
三
巻
二

号
［
二
〇
一
二
年
］
一
二
〇
―
一
二
一
頁
）、
賭
博
に
よ
っ
て
必
ず
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
損
を
す
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
ド
イ
ツ
を
念
頭
に
置

い
た
話
題
と
な
る
が
、
通
常
の
賭
博
提
供
者
の
行
為
は
あ
く
ま
で
も
提
供
で
あ
っ
て
、
固
有
の
意
味
に
お
け
る
搾
取
と
は
異
な
る
か
ら
、

職
業
の
自
由
が
保
障
す
る
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
許
容
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
（B

VerfG
E

 115, 276. V
gl. Feldm

ann, a.a.O
., 

S.38

）。

（
六
〇
）M

intas, a.a.O
., S.90

は
、「
許
可
さ
れ
た
賭
博
と
無
許
可
賭
博
と
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
い
う
。

（
六
一
） M

intas, a.a.O
., S.106ff.�

さ
ら
に
彼
は
、
ド
イ
ツ
の
ス
ポ
ー
ツ
投
票
に
お
い
て
、
一
二
％
の
少
年
が
中
毒
行
動
を
示
し
て
お
り
、
う
ち

三
〇
％
が
一
〇
ユ
ー
ロ
ま
で
、
一
三
％
が
二
〇
ユ
ー
ロ
ま
で
の
金
銭
を
、
毎
週O

d
d
se

t

に
投
入
し
て
い
る
と
い
う
デ
ー
タ
を
示
し
て
、

青
少
年
の
健
康
保
護
に
つ
い
て
も
配
慮
を
払
う
。Vgl. BVerfG

E 90, 145.

（
六
二
）
原
田
保
『
刑
法
に
お
け
る
超
個
人
的
法
益
の
保
護
』（
一
九
九
一
年
）
二
五
〇
頁
。

（
六
三
）
原
田
・
前
掲
二
五
〇
―
二
五
一
頁
。
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（
六
四
）�

林
幹
人
・
前
掲
四
一
二
頁
は
、
賭
博
癖
を
持
つ
者
を
精
神
障
害
者
と
同
一
視
で
き
な
い
と
述
べ
る
。
た
だ
し
、
病
的
な
賭
博
中
毒
に
つ
い

て
は
、
自
己
答
責
的
な
財
産
の
危
殆
化
と
は
い
え
な
い
場
合
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
六
五
）
須
藤
・
前
掲
二
三
頁
。

（
六
六
）�
美
原
・
前
掲
新
聞
記
事
。
確
か
に
、
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
は
国
家
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
及
ん
で
い
る
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
依
存
症
対

策
等
は
な
お
不
十
分
で
あ
る
。
多
く
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
レ
ジ
ャ
ー
と
し
て
、
さ
さ
や
か
な
息
抜
き
の
た
め
に
、
決
し
て
多
く
は
な
い
小
遣

い
の
範
囲
内
で
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
興
じ
て
い
る
が
、
競
馬
場
へ
行
く
と
、
目
を
血
走
ら
せ
た
尋
常
で
な
い
様
子
の
ギ
ャ
ン
ブ
ラ
ー
を
容
易
に

発
見
で
き
る
。
こ
の
点
、
Ｉ
Ｒ
推
進
法
案
は
、
十
条
一
項
八
号
に
お
い
て
、
依
存
症
対
策
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
明
記
し
て
い
る
か
ら
、

そ
の
限
り
で
は
高
く
評
価
で
き
る
。
競
馬
法
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
正
当
化
規
定
も
同
様
の
配
慮
を
払
う
よ
う
に
な
れ
ば
、
健
康
説
は

支
持
を
広
げ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
依
存
症
問
題
は
、
賭
博
罪
を
非
犯
罪
化
し
た
か
ら
と
い
っ
て
解
消
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
を

払
う
べ
き
で
あ
る
。

（
六
七
）M

intas, a.a.O
., S.90.

（
六
八
）�

林
幹
人
・
前
掲
四
一
三
頁
は
、
私
的
な
賭
博
は
詐
欺
賭
博
、
暴
力
団
の
資
金
源
、
脱
税
等
の
温
床
で
あ
る
と
し
て
、
賭
博
に
関
連
す
る
公

正
な
社
会
秩
序
が
法
益
で
あ
る
と
す
る
。
社
会
秩
序
を
法
益
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
体
系
上
の
問
題
は
解
消
さ
れ
る
。
以
下
で
検
討
す
る

よ
う
に
、
脱
税
に
つ
い
て
考
慮
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。

（
六
九
） BVerfG

E 28, 119.�

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
谷
岡
・
前
掲
宮
澤
追
悼
五
三
七
頁
は
、
賭
博
罪
が
非
犯
罪
化
さ
れ
た
場
合
を
前
提
と
し
て
、

不
正
を
定
義
し
て
刑
罰
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
す
る
（
た
だ
し
、
谷
岡
自
身
が
現
行
賭
博
罪
の
保
護
法
益
を
不
正
の
防
止
と
考

え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
）。

（
七
〇
）�

例
え
ば
、「
本
件
詐
欺
は
俗
に
モ
ミ
と
称
す
る
詐
欺
賭
博
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
見
物
人
に
は
一
の
数
字
を
書
い
た
紙
玉
を
落
し
入
れ
る

と
称
し
て
金
を
賭
け
さ
せ
、
金
を
賭
け
た
も
の
が
一
の
数
字
の
あ
る
紙
玉
を
拾
い
上
げ
た
と
き
は
賭
金
の
三
倍
相
当
の
金
を
や
り
、
も
し

他
の
数
字
の
あ
る
紙
を
拾
う
た
と
き
は
そ
の
賭
金
は
胴
元
の
所
得
と
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
り
、
被
告
人
に
お
い
て
は
一
の
数
字
の
あ
る

紙
玉
を
『
数
多
紙
玉
中
に
落
し
て
混
ぜ
る
よ
う
に
見
せ
か
け
実
際
は
混
入
せ
ず
巧
に
自
分
の
手
中
で
他
の
数
字
を
書
い
た
紙
玉
と
取
替
え
』

る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
賭
金
し
た
見
物
人
に
は
勝
つ
機
会
が
全
く
な
い
の
に
拘
ら
ず
、
そ
の
機
会
が
あ
る
か
の
よ
う
に
欺
罔
し
て
賭

金
を
騙
取
す
る
の
で
あ
る
。
論
旨
は
、
モ
ミ
賭
博
に
手
品
が
介
在
す
る
こ
と
は
社
会
常
識
で
あ
る
か
ら
詐
欺
に
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
が

か
か
る
場
合
に
客
は
手
品
に
乗
ら
な
い
つ
も
り
で
賭
け
て
も
胴
元
の
手
品
に
引
か
か
る
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
錯
誤
に
陥
つ
た
結
果
金
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銭
を
交
付
す
る
の
で
あ
つ
て
詐
欺
の
要
件
を
具
え
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」（
最
判
昭
二
六
・
五
・
八
刑
集
五
巻
六
号
一
〇
〇
四

頁
）。
同
旨
、
大
判
昭
一
〇
・
一
一
・
二
八
刑
集
一
四
巻
一
二
四
六
頁
、
大
判
大
一
〇
・
六
・
一
一
刑
録
二
七
輯
五
五
三
頁
、
大
判
大
一
二
・

一
一
・
一
七
刑
集
二
巻
八
〇
五
頁
。
甲
府
地
判
昭
四
六
・
六
・
二
五
刑
裁
月
報
三
巻
六
号
八
二
〇
頁
も
参
照
。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
イ
カ
サ
マ

が
詐
欺
罪
を
構
成
す
る
と
は
限
ら
な
い
（
松
宮
・
前
掲
四
二
六
頁
）。

（
七
一
）M

intas, a.a.O
., S.89.

（
七
二
）M

intas, a.a.O
., S.99.

（
七
三
）
山
中
・
前
掲
各
論
七
〇
九
頁
。

（
七
四
）
古
川
岳
志
「
競
輪
」
谷
岡
一
郎
・
宮
塚
利
雄
編
『
日
本
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
［
公
営
・
合
法
編
］』（
二
〇
〇
二
年
）
六
八
頁
。

（
七
五
）�

確
か
に
私
的
賭
博
は
信
頼
に
値
し
な
い
と
一
般
的
に
は
い
い
う
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
的
賭
博
が
蔓
延
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
公

営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
対
す
る
信
頼
は
増
す
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
非
公
認
の
賭
博
と
い
っ
て
も
、
む
し
ろ
国
家
の
お
墨
付
き

が
な
い
か
ら
こ
そ
信
頼
が
命
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

（
七
六
）O

LG
 H

am
m

 JR 2004, 478; BVerfG
E 114, 92.

（
七
七
）
前
掲
注
（
三
五
）
の
最
高
裁
判
例
。

（
七
八
）
小
谷
・
前
掲
二
三
七
頁
。

（
七
九
）
松
原
・
前
掲
五
〇
九
頁
。

（
八
〇
） Feldm

ann, a.a.O
., S.39; W

olfgang W
ohlers, D

eliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur D
ogm

atik “m
oderner” 

G
efährdungsdelikte, 2000, S.197.

（
八
一
）Schönke / Schröder - Eser / H

eine, Strafgesetzbuch K
om

m
entar, 27.A

ufl., 2006, §284, Rn.2b.

（
八
二
）Feldm

ann, a.a.O
., S.39.

（
八
三
）
松
原
・
前
掲
七
〇
九
頁
。

（
八
四
）�

原
田
・
前
掲
二
五
一
頁
。

（
八
五
）BVerfG

E 28, 119

等
に
お
い
て
、
収
益
は
公
益
目
的
に
使
用
す
る
と
い
う
と
き
、
収
益
を
得
る
こ
と
が
重
要
な
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。

（
八
六
）
萩
野
寛
雄
「
競
馬
」
谷
岡
一
郎
・
宮
塚
利
雄
編
『
日
本
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
［
公
営
・
合
法
編
］』（
二
〇
〇
二
年
）
一
一
―
一
七
頁
。

（
八
七
）
林
弘
正
・
前
掲
三
七
八
頁
。
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（
八
八
）
松
原
・
前
掲
五
一
〇
頁
。

（
八
九
）M

intas, a.a.O
., S.94.

（
九
〇
）�

平
野
・
前
掲
二
五
二
頁
、
松
宮
・
前
掲
四
二
四
―
四
二
五
頁
等
も
、
結
論
と
し
て
は
「
一
時
の
娯
楽
に
供
す
る
も
の
」
を
、
少
額
で
あ
れ

ば
使
途
が
特
定
さ
れ
て
い
な
く
て
も
よ
い
と
解
す
る
。


